
 

平成２９年第２回池田町教育委員会定例会 会議録 

 

 池田町教育委員会会議規則（昭和３１年１０月８日教育委員会規則第３号）第１９条の 

規定により以下のとおり調製した。  

 

  １、開会及び閉会に関する事項 

      開会日時  平成２９年 ２月１４日（火） 午前 ９時３０分 

      閉会日時  平成２９年 ２月１４日（火） 午前１１時００分 

      開催場所  池田町教育委員会 ２階会議室 

 

  ２、出席委員の氏名 

      加 賀   学 （教育長） 

      佐 藤 敏 昭 （職務代理者） 

      塩 谷 吉 広 （委 員） 

      杉 山 知 子 （委 員） 

      鈴 木 良 子 （委 員）      

 

  ３、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名  

      天 野 和 則（教育課長） 

      永 田 尚 志（教育課主幹） 

      伊 倉 将 光（指導主事） 

赤 松 真 哉（教育課学校教育係長） 

 

  ４、議題及び議事の大要    

     報告第 ２ 号  平成２９年度学級編制について 

協議第 １ 号  池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

        （平成２８年度池田町一般会計補正予算） 

協議第 ２ 号  池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

        （平成２９年度池田町一般会計予算） 

議案第 ３ 号  平成２９年度池田町教育行政執行方針について 

 

  ５、議題となった動議を提出した者の氏名 ………………………………………  な し 

 

  ６、質問又は、討議をした者の氏名及びその要旨 ………………………………  な し 

 

  ７、議 決 事 項 …………………………………………………………………  

協議第 １ 号  池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

        （平成２８年度池田町一般会計補正予算）……… 意見無し 

協議第 ２ 号  池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案について 

        （平成２９年度池田町一般会計予算） ………… 意見無し 

議案第 ３ 号  平成２９年度池田町教育行政執行方針について 

………………………………………………… 原案可決 
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１ 開 会 （９：３０） 

 ただいまから、平成２９年第２回定例会議を開会いたします。 

 

２ 会期の決定 

会期は本日１日限りといたします。ご異議ございませんか。  

異議なし 

 

３ 議事録署名委員指名 

本日の会議の会議録署名委員として鈴木委員を指名いたします。あわせて、

会議録調製員として教育課学校教育係長を指名いたします。 

 

４ 議事録報告及び承認 

前回の議事録を事務局より報告させます。 

 平成２９年第１回定例会議の概要を報告。 

 報告を受けた内容でよろしいでしょうか。疑義が無ければご承認していた

だいたものといたします。前回指名した杉山委員に署名をお願いします。 

 

     ― 杉山委員により署名が行われる ― 

 

５ 行政報告  

平成 2９年 1 月１６日（月）から平成 29 年２月 1４日（火）の行政報告。 

おにぎり給食の評判はどうだったのか。 

小学生以下は１個、中学生以上は２個だったため、小学校高学年は少なか

ったようだ。提供数量、サイズ、おかわり対応等、改善検討が必要である。  

災害時のトレーニングとして、数か月に１度提供しても良いと思われる。  

プールの改築のあり方はどうなっているのか。 

前回の校長会議では池田小プール周辺の安全面から、利別の豆地蔵跡地で

町民プールとの意見があり、協会や少年団との意見交換では、競技用とした

公認プールをとの意見であった。こちらからの説明として、まずは財政的問

題が優先となるため、色々なパターンで財政シュミレーションを図り検討す

ることとなる。今後は２月２２日にＰＴＡ連合会役員会に出向き、意見を聞

くこととなる。平成２９年度当初予算では池田小改築の実施設計を予算計上

しているが、今後の状況を見ながら検討していく。 

 

６ 議 事 等 

これより議事に入ります。 

報告第２号については、個人情報に関する案件ですので、地方教育行政の
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組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、非公開として進め

たいと思いますが、宜しいでしょうか。 

了解。 

では、報告第１号については、非公開として進めます。 

（非公開の審議） 

 

－非公開終了― 

 

次に、協議第１号池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案についてを

協議いたします。事務局より説明いたします。 

－第１回定例町議会第２回臨時会議に提出する教育関連の補正予算案を説

明－ 

協議第１号について、質問または意見があれば、発言をお願いいたします。

なし 

協議第１号の町長が提出する議会への議案に対して、本委員会として町長

に申し出るまでの意見は無いとして宜しいでしょうか。  

了承 

協議第１号について、町長に申し出るまでの意見は無しといたします。  

 

次に、協議第２号池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案についてを

協議いたします。事務局より説明いたします。 

－第１回定例町議会第１回定例会議に提出する教育関連予算案を説明－ 

協議第２号について、質問または意見があれば、発言をお願いいたします。 

教育予算とは別だが、河川敷の使用見込はどうか。 

今年の秋までの改修となるため、平成３０年度から再開予定となる。また池

田中学校のグラウンド改修時は、清見ケ丘を利用することとなり、その整備

費は建設課が対応することとなる。 

その他ありますか。 

なし 

協議第２号の町長が提出する議会への議案に対して、本委員会として町長

に申し出るまでの意見は無いとして宜しいでしょうか。  

了承 

協議第２号について、町長に申し出るまでの意見は無しといたします。  

次に、議案第３号平成２９年度池田町教育行政執行方針についてを議題と

いたします。事務局より説明いたします。 

－平成２９年度池田町教育行政執行方針について説明－  

議案第３号に対する質疑を行います。質疑のある委員からの発言をお願い

します。 

３点質問。まずＱＵテストは以前から行っていたのか。２点目はフッ化物

洗口が導入されたきっかけは。３点目は栄養教諭について、栄養教諭は大変
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忙しそうだが具体的内容を教えてほしい。 

まずＱＵテストは導入して３年経過している。最初はいじめの問題を把握

できることや、担任が見ている以外に客観的判断ができることから始まった。

更にＱＵ、ＣＲＴ、知能検査、体力検査の結果を一つのシートにまとめたバ

ッテリーシートにより、児童生徒一人ひとりの全情報が一枚にまとまり、小

学校から中学校への引継に活かすことができる。次にフッ化物洗口の導入は

３年経過するが、安全性が確立されているという前提で保護者や学校に説明

し、希望者のみを対象としている。北海道が歯科健康推進として進めている

ため、今後も実施を促していく。最後に栄養教諭については、池田小学校在

籍だが、給食センターも兼任発令されている状況にある。メインの業務は給

食センターとなっている。一人の栄養教諭が本町全小中学校に対し食育指導

を行うことは厳しいが、各学校には食育の指導計画があるため、それについ

ての助言等を進めることとしている。 

その他ありますか。 

なし 

質疑が無いようですので、議案に対する質疑を終了し、原案のとおり可決

することでご異議ありませんか。 

了承 

議案第３号は、原案のとおり可決いたします。 

 

７ そ の 他 

 以上で、を終わり、その他に入ります。 

－池田町社会福祉協議会評議員候補者の推薦について－ 

－今後の日程について－ 

 

８ 閉   会（１１：００） 

他になければ、以上で平成２９年第２回定例会議を閉会いたします。 

 


